
給料等の支給に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

令和５年３月２７日

香芝市長 福 岡 憲 宏

香芝市規則第１５号

給料等の支給に関する規則等の一部を改正する規則

（給料等の支給に関する規則の一部改正）

第１条 給料等の支給に関する規則（昭和３２年規則第７号）の一部を次のよ

うに改正する。

第１８条第１号中「１００分の１９５」を「１００分の２００」に改める。

（香芝市の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正）

第２条 香芝市の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（平成１０年規則

第２０号）の一部を次のように改正する。

「 「

別表第５中 短大卒 １級５号給 を 短大卒

」

１級１５号給 に改める。

」

「 「
２６ ２５

２６ ２６

２７ ２６

２７ ２６

２８ ２７

２８ ２７

２９ ２７

２９ ２８

３０ ２８

３０ ２８

３１ ２９

３１ ２９



３２ ３０

３２ ３０

３３ ３１

３３ ３１

３４ ３２

別表第７中 ３４ を ３２ に改める。

３５ ３３

３５ ３３

３６ ３４

３６ ３４

３７ ３５

３７ ３５

３８ ３６

３８ ３６

３９ ３７

３９ ３７

４０ ３８

４０ ３８

４１ ３９

４１ ３９

４２ ４０

４２ ４０

４３ ４１
」 」

（香芝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部

改正）

第３条 香芝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則（

令和２年規則第４号）の一部を次のように改正する。



第１３条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。

２ 前項の給料表は、当該会計年度任用職員が採用された日の属する年度の

初日において施行されている給与条例に規定する給料表をいう。

「 「
９４０円 ９７０円

９９０円 １，０２０円

９００円 ９１０円

１，４００円 １，４１０円

１，３２０円 １，３４０円

１，０６０円 １，０９０円

９００円 ９１０円

１，０３０円 １，０６０円

９４０円 ９７０円

９８０円 １，０００円

１，５００円 １，５１０円
別表第２中 を に改める。

１，５００円 １，５１０円

１，４８０円 １，５７０円

２，４７０円 ２，４７０円

１，４８０円 １，５７０円

１，５００円 １，５１０円

１，０３０円 １，０６０円

９６０円 ９９０円

１，１２０円 １，１４０円

１，８００円 １，８００円

９８０円 １，０００円

９００円 ９１０円
」 」

附 則



この規則は、令和５年４月１日から施行する。


